第１回大府市男女共同参画審議会会議録
	日　時
	令和７年７月９日（水）　午後1時30分から3時40分まで

	場　所
	委員会室３

	出席者
	委員：笠松千尋、中庄とみえ、山本芳、田中剛、嘉無木美穂子、近藤亜美
助言者：岸智子
事務局：健康未来部長、女性活躍推進室長、女性活躍推進室主査

	欠席者
	西村剛志、磯部法子

	傍聴人
	なし


（敬称略）
１　市長あいさつ
本審議会は２年任期であり、令和７年度から新たな体制でのスタートとなる。８名中５名が新任であり、多様な視点から意見をいただけることを心強く思う。本市では平成７年に「女性行動プラン」を策定して以来、条例制定やプラン改定を経て取組を進めてきた。現在は「おおぶ男女共同参画プランⅥ（令和３年度～１２年度）」の中間年度にあたる。
社会情勢や法制度の変化に対応しつつ、ジェンダー平等と多様性の尊重、DV・性暴力対策、男性の育児・介護参画促進などの課題に取り組み、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指す。本日はプランの進捗状況と中間見直しの方向性について、率直な意見を賜りたい。

２　委嘱状交付
　　市長が委員及び助言者に委嘱状を交付した。
任期は令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの２年間

３　自己紹介
　　各委員、助言者及び事務局が順に自己紹介

４　会長、副会長の選任
会長：笠松千尋、副会長：中庄とみえ

５　議題
[bookmark: _Hlk176545023]（１）おおぶ男女共同参画プランⅥ令和6年度実績について
　　　　以下の資料に基づき、事務局から説明。
　　　　【資料１】「おおぶ男女共同参画プランⅥ　さんかく！おおぶ」
令和6年度実績・令和7年度計画
＜発言要旨＞
（委員意見）
　計画全体が着実に進んでおり、取組の成果を感じる。一方で、進捗が遅れている項目や課題があれば確認したい。
（事務局説明）
　　　　市民意識調査の「高齢者の施設や福祉サービスの満足度」について、「満足した（満足またはおおむね満足）」と回答した割合は当初目標を下回っている。これは、市民意識調査の回答世代などにより年次変動があるためである。
（委員意見）
　　　　　女性防災リーダーの育成が進んでおり評価する。災害現場では男性中心になりがちなため、女性の視点を反映できる体制づくりを期待する。　　
（事務局説明）
　　　　　地域での女性参画が拡大していくよう努めていく。

（２）審議会等委員の女性登用率について
　　　　　以下の資料に基づき、事務局から説明。
　　　　【資料2】審議会等（法令・条例設置）委員の女性登用率（令和7年4月1日付）
＜発言要旨＞
　 （委員意見）
　　　女性登用推進の立場から苦しい点があれば教えてほしい。
　 （事務局説明）
　　　一過性にならず持続させていくことが今後の課題である。
　 （委員意見）
女性登用率が上がっていない分野はあるか。　
（事務局説明）
　　　専門知識や特定職種で構成される委員会では女性の確保が難しく、性別の偏りが生じやすい。
　 （委員意見）
　　　オンライン開催など柔軟な運営が進めば、男女問わず参加しやすくなるのではないか。
（事務局説明）
　　　検討する。

（3）おおぶ男女共同参画プランⅥの中間見直しについて
　　　　以下の資料に基づき、事務局から説明。
　　　　【資料３】「おおぶ男女共同参画プランⅥ」計画の中間見直しについて
＜発言要旨＞
（委員意見）
　　　あいち女性輝きカンパニー認証企業数を増やすために具体的にどのような取り組みを行うのか。
　（事務局説明）
　　　商工会議所や雇用対策協議会の総会等で制度を周知し、未認証企業には市が直接訪問して個別案内や申請支援を行う。
（委員意見）
　　　　「女性の活躍状況実態調査」はどのように実施するのか。
（事務局説明）
　　　　企業へのアンケート調査と訪問によるヒアリング調査を実施する。女性の採用比率や、管理職登用状況など働く場における女性の活躍実態を把握し、市の施策に反映する。
（委員意見）
　　　　　対象は営利企業に限定されるのか。NPO法人や個人事業主も対象か。
　　（事務局説明）
　　　　　今回は働く場における活躍状況を把握することが目的のため、企業を対象に実施する。
　　（委員意見）
　　　　　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、目標値の見直しはするのか。
　　（事務局説明）
　　　　　本市では既にDV以外の相談にも対応しているため、新たな指標を設定するのではなく、既存の相談窓口のさらなる周知を図る。
　　（委員意見）
　　　　　日本社会では「我慢」したり「調和」が強く、困難を自覚したり他者に伝えたりすることが難しい。そのため、本人が自らの困難に気づける仕組みを整備し、地域全体で支える体制を構築することが重要である。

６　その他
　　働く女性の異業種交流会について
　　　今年度の新規事業である「働く女性の異業種交流会～つながる・ひろがる・自分らしいキャリア～」について事務局から案内

 本日の審議会の感想
  （委員感想）
　　　　　相談件数が伸びない要因は、職場にも共通している。相談窓口があっても、利用が進まない背景には相談しにくい雰囲気があるためと考える。悩み事を抱えていると自覚しづらい人も多いため、気軽に話せる環境づくりや、若年層に親しみやすいオンライン相談の活用が必要である。
　　（委員感想）
　　　　　「男性だから」「女性だから」という議論のない社会を目指したい。一人ひとりが自分らしく生きられる社会が理想であり、その実現には長い時間を要するが、継続的な取組と意識改革が重要である。

　　（委員感想）
　　　　　男女ともに優しく接する社会を目指したい。今後さらに学びを深めていきたい。
　　（委員感想）
　　　　　性別に関係なく、誰もがやりたいことに挑戦できる社会が理想である。「女性の割合を増やす」こと自体が目的ではなく、誰もが平等に機会を得られる環境整備が大切である。
　　（委員感想）
　　　　　DVや女性相談は極めて個人的な内容を含むため、相談員には高度な専門性が求められる。市として相談体制の存在を広く周知し、支援を進めるべきである。
　　（委員感想）
　　　　　女性の起業や個人事業など、小規模ながら主体的に活動する女性たちの存在は非常に力強い。こうした動きを行政や企業の取組と並行して支援することが重要である。女性活躍推進室が発足した今、勢いを保ちながらも、誰もが並走できるペースで施策を進める必要がある。多様な人材が関われるようにすることで、より活力あるまちになると考える。

（助言者まとめ）
　 本日の議論は多岐にわたったが、総じて「柔軟な発想」が鍵である。女性が管理職に就かない背景には、家庭内での家事・育児分担の偏りがある。男性の家事・育児参加をより早い段階から進めることが必要である。女性活躍は管理職登用だけでなく、個人事業やフリーランスとして活躍する形も支援すべきである。
また、防災分野では女性をリーダーに育成するだけでなく、災害時に女性が弱者とならない環境づくりが必要である。オンライン審議会の導入は極めて有効であり、早期に実施を検討してほしい。さらに、高齢者福祉や女性支援の施策については、「知られていない」ことが課題である。啓発や情報伝達を強化し、「困難」という言葉に抵抗を感じず相談できる呼びかけ方を工夫することが重要である。　

（健康未来部長あいさつ）　
本市では今年度新たに「女性活躍推進室」を設置し、副市長や部長職にも女性が登用されるなど、組織全体として男女共同参画の推進体制を強化した。これらの取組が行政のみで完結することのないよう、今後は、市民、地域団体、事業者等との連携を一層強化し、社会全体で男女共同参画を推進する体制を構築していくことが重要である。
また、庁内においても、職員が男女共同参画の理念を共有し、部局横断的に取組を進めるよう周知を図っていく。次回審議会においても、引き続き委員の皆様から建設的な御意見を賜りたい。
4

